
第５次吹田市地域福祉計画の施策体系（案） ９月30日時点

第４次地域福祉計画の施策体系 第５次地域福祉計画の施策体系（案）

施策の方向 具体的施策 施策の方向 具体的施策 具体的施策

①地域住民間の交流促進　【重点施策】 ①地域住民間の交流促進 ①地域住民間の交流促進　　【重点施策】

②地域活動・ボランティア活動の促進　【重点施策】 ②地域活動・ボランティア活動の促進 ②地域活動・ボランティア活動の促進　　【重点施策】

①人権・福祉に対する意識の向上 ①人権・福祉等に対する意識の向上 ①地域で活動する諸団体への支援

②地域福祉を担う人材の育成・確保 ②地域福祉を担う人材の育成・確保 ②みんなの居場所づくり

③人権・福祉等に対する意識の向上

施策の方向 具体的施策 施策の方向 具体的施策 具体的施策

①高齢者や障がい者（児）等への理解の促進 ①高齢者や障がい者（児）等への理解の促進 ①福祉や子供・子育てに関する制度の充実

②成年後見制度の利用促進～成年後見利用促進計画～　【重点施策】 ②成年後見制度の利用促進～成年後見利用促進計画～ ②健康づくりの推進と地域医療体制の充実

③青少年の健全育成

①包括的な相談支援体制の構築　【重点施策】 ①包括的な相談支援体制の構築

②地域の安心・安全を支える体制の充実～再犯防止推進計画～　【重点施策】 ②地域の安心・安全を支える体制の充実～再犯防止推進計画～ ④誰もが暮らしやすい生活環境の形成

⑤就労と働きやすい環境づくりへの支援

施策の方向 具体的施策 施策の方向 具体的施策 具体的施策

①地域で活動する諸団体への支援 ①地域で活動する諸団体への支援 ①高齢者や障がい者（児）等への理解の促進

②社会福祉協議会等の活動支援 ②社会福祉協議会等の活動支援 ②成年後見制度の利用促進　　【重点施策】

①みんなの居場所づくり ①みんなの居場所づくり ①包括的な支援体制の構築　　【重点施策】

②地域福祉活動の拠点の整備 ②地域福祉活動の拠点の整備 ②地域の安心・安全を支える体制

①福祉や子供・子育てに関する制度の充実 ①福祉や子供・子育てに関する制度の充実

②健康づくりの推進と地域医療体制の充実 ②健康づくりの推進と地域医療体制の充実

③青少年の健全育成 ③青少年の健全育成

④誰もが暮らしやすい生活環境の形成 ④誰もが暮らしやすい生活環境の形成

⑤就労と働きやすい環境づくりへの支援 ⑤就労と働きやすい環境づくりへの支援

※計画の性質が各基本目標に該当することから、具体的施策の内容に応じて記載します。

【第２回策定部会（9/30開催）での主な意見】

基本目標３

基本理念『みんなでつながり　安心・いきいきと暮らせるまち　吹田』 基本理念『みんなでつながり　安心・いきいきと暮らせるまち　吹田』 基本理念『みんなでつながり　安心・いきいきと暮らせるまち　吹田』

基本目標：３．地域で支え合う体制づくり

(2) 地域福祉活動に関する支援

(1) お互いの顔の見える関係づくり

施策の方向

施策の方向

(2) 暮らしを支える環境の整備

(1) 福祉・保健・医療制度の充実

(3) 暮らしと健康を支える福祉サービスの
　　　充実

基本目標：１．公民協働による地域福祉活動の推進

(1) お互いの顔の見える関係づくり

(2) 福祉活動の担い手づくり

基本目標：２．総合的支援のネットワークの構築

(1) 権利擁護の推進

(2) 地域福祉のセーフティネットの拡充

基本目標：３．地域福祉活動推進の基盤整備

(1) 地域福祉活動に関する支援

(2) 交流の場、活動拠点の整備

(3) 暮らしと健康を支える福祉サービスの
　　　充実

基本目標：1．地域で支え合う体制づくり

(2) 交流の場、活動拠点の整備

第４次地域福祉計画の施策体系から基本目標を更新

基本目標：１．地域と支援者で支え合う体制の充実

(1) お互いの顔の見える関係づくり

基本目標：3．さまざまな支援者で支え合う体制の強化

(1) 権利擁護の推進

(2) 地域福祉のセーフティネットの拡充

(2) 福祉活動の担い手づくり

基本目標：２．さまざまな支援者で支え合う体制の強化 基本目標：２．地域と支援者で支え合う体制の充実

(1) 地域福祉活動に関する支援

(2) 地域福祉のセーフティネットの拡充

(1) 権利擁護の推進

施策の方向

・重層的支援体制整備事業実施計画

・再犯防止推進計画

・成年後見制度利用促進計画

包含する計画（※）

（１）の具体的施策に「社会福祉法人における公益的な取組のを周知・充実」を追記してはどう
か。

施策の方向⑵＞具体的施策③について、地域の課題とするのであれば啓発面に留まらず、市
としても教育の機会を設ける等までを位置づけてはどうか。

基本目標の「支援者」には自治会等も含まれると思われるが、具体的施策には基本的に行政
が担う内容が記載されており、基本目標と具体的施策が合っていないのではないか。

施策の方向(2)＞具体的施策⑤について、４次計画では「休暇の取得推進」と記載されている
が、「介護休暇の取得推進」等より地域と行政が動きやすい具体的なものを記載してほしい。

施策の方向⑵＞具体的施策①について、包括的支援体制を他の施策と同列に考えるのは違
うのでは。基本目標として記載するのが適切ではないか。
具体的施策①は重層的支援体制整備事業について記載してはどうか。

理想的なことだけでなく、現実的な課題や実態についても本文に記載してほしい。

その他

基本目標２

基本目標１

再犯防止の分野については特定の団体での支援に留まっているため、具体的な取組を計画に
記載する等、行政も一緒に進めていける内容にしてはどうか。

昔は曲がりなりにも地域での助け合いがあった印象。なぜ今地域共生社会が求められるよう
になったか、なぜ昔の地域での助け合いがなくなってきたのかを追及する形で政策を進めて
ほしい。
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